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基本目標５　要保護児童等への支援、子どもの貧困対策の推進

（１）児童虐待防止対策の充実
　　　児童虐待に関しては、家庭からの相談対応などによる発生防止から、虐待を受けた児童の自立支援まで、長期的・継続的な支援体制を推進し、児童虐待防止対策の充実を図ります。

　ア　虐待の早期発見・予防対策の推進

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1
要保護児童対策地域協議
会（要対協）の運営

虐待をはじめ、要保護児童に関する情報交換や支援内容の
協議を行い、適切な保護を図るため、「要保護児童対策地
域協議会（要対協）」において、関係機関と連携し、協議
会機能の充実を図ります。

警察署、児童相談所、保健所、その他関係機関及び市の担当課で熊谷市要保護児童
対策地域協議会を設置し、要保護児童に対する対応について協議し、虐待を予防す
るための対応を行った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

2 周知・啓発の促進
広報・ホームページ等に掲載し、各種イベント等でチラシ
を配布するとともに、講演会を開催することによって啓発
を促進し、地域の見守りも含めて、早期発見に努めます。

民生委員児童委員協議会において児童虐待の説明を行った。市報や市ホームページ
による周知・啓発を行った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

3
乳幼児健診未受診者への
訪問

乳児健康診査、１歳６か月児健康診査、３歳児健康診査の
未受診児のいる家庭を訪問し、乳幼児の発育発達の確認や
家庭の状況を把握します。

健診未受診児の発育発達や養育状況を確認するために、家庭訪問を実施した。
訪問件数　４２件

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

母子健康センター

4 医療機関との連携 再掲(Ｐ１２参照） 母子健康センター

5 保育所での児童の見守り 児童虐待の防止、早期発見に努めます。
保育所その他関係機関との連携を密にし、虐待の防止及び早期発見・早期対応を
図った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

保育課

6 こんにちは赤ちゃん事業 再掲(Ｐ３参照） 母子健康センター

7 養育支援訪問事業 再掲(Ｐ１参照） こども課

8
産後うつ病地域連携シス
テム

再掲(Ｐ１２参照） 母子健康センター

9
実践講座「どならない子
育てを学ぼう」（H26年
度以前～）

子どものしつけに関して、悩みを抱えている保護者等を対
象に、ほめ方・しかり方、コミュニケーションを学ぶ講座
を開催し子育てを支援します。

子どものしつけに関して、悩みを抱えている保護者等を対象に、ほめ方・しかり
方、コミュニケーションを学ぶ講座を開催し子育てを支援した。
・講座回数１６回

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

　イ　相談体制の整備・充実

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 相談体制の整備・充実
児童相談の窓口として、相談体制の整備を図るとともに、
福祉、保健、教育等関係機関との連絡調整を行う等、柔軟
に対応していきます。

保健師１名、家庭児童相談員を５名配置し、児童や特定妊婦に関する様々な窓口と
して、関係機関と連携を図り、対応した。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

2
「総合戦略」子育て世代
包括支援センター運営事
業(H29年度～）

再掲(Ｐ２参照）
母子健康センター

こども課

3
乳幼児及び妊産婦電話相
談事業

再掲(Ｐ２参照） 母子健康センター

4
関係機関・課との連携

乳幼児健診などの母子保健事業を通じて把握した虐待の疑
いがある家庭に対し、児童相談所や関連部署との連携を図
りながら、育児支援を行います。

虐待の疑いがある、あるいは養育上心配な家庭に対して、関係機関で処遇を検討す
るケース会議を行った。
関係部署：こども課、児童相談所、保健所、生活福祉課、教育委員会、熊谷警察署
等
・要保護児童対策地域協議会　１０回
・個別ケース会議１７回

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

母子健康センター

事業名

事業名
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事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

5 児童保護相談の充実
虐待等により保護が必要な児童に関する相談に応じ、児童
相談所・警察署等関係機関と連携し対応していきます。

虐待等により保護が必要な児童に関して、児童相談所及び警察署等関係機関と連携
し、迅速に訪問し指導又は保護した。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

6
ドメスティック・バイオ
レンス（ＤＶ）相談体制
の充実

ＤＶ被害者からの相談を受け、特に児童虐待対応との連携
を強化し、ＤＶ被害者及び同伴する家族の保護に当たっ
て、関係機関と連携して適切な支援を行います。また、配
偶者暴力相談支援センターとして、より一層の相談体制の
充実を図ります。

配偶者暴力相談支援センターとして、庁内関係各課及び埼玉県、熊谷児童相談所、
熊谷警察署等と連携し、ＤＶ被害者の安全を第一に、適切な対応を行った。
ＤＶ相談件数　　　１０４件
ＤＶ相談延べ回数　２１３回
一時保護件数　２件
配暴センター証明書交付件数　７人、９件
保護命令に関する裁判所から書面提出を求められた件数　２件
宿泊費・食費の補助　０件

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

男女共同参画室

　ウ　心のケアが必要な家庭への支援

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 臨床心理士による相談
心の病や悩みを持つ子どもや親の心理的ケアを図るため、
臨床心理士による相談を行います。

毎月１回（第４金曜日９：００～１６：００）、臨床心理士による相談を行った。
相談件数１８件

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課
男女共同参画室

　エ　里親制度の啓発

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 里親制度の普及
里親制度の周知や、里親候補の開拓のため、市報やホーム
ページ、または、チラシの配布により普及啓発を行いま
す。

里親制度の周知や里親候補の開拓のため、市報やホームページ、チラシの配布によ
り普及啓発を行った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進
　　　ひとり親家庭における経済面や日常生活面での悩みや不安を解消し、社会的自立に向けた精神的側面と経済的側面の両面で支援を行います。

　ア　ひとり親家庭の自立支援の推進

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 母子・父子家庭相談
ひとり親家庭へ相談支援を行っています。相談者の要望に
あった関係機関、子育てサービス等の情報を提供していき
ます。

ひとり親家庭へ相談支援を行い、相談者の要望にあった関係機関、子育てサービス
等の情報を提供する。
主な相談内容
　就業支援、経済的支援等
　相談件数　約１５件

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

2 児童扶養手当

父又は母のいない家庭、父又は母が一定の障害の状態にあ
る家庭等の児童を養育する父、母又は養育者に対し、児童
が１８歳に達する年度末まで手当を支給します。児童の健
全育成及び福祉の増進を図ります。

父又は母のいない家庭、父又は母が一定の障害の状態にある家庭等の児童を養育す
る母、父又は養育者に対し、児童が１８歳に達する年度末まで手当を支給し、児童
の健全育成及び福祉の増進を図った。
受給者数　１，１７６人（年度末時点）
支給金額　５８３，２１４，６４０円

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

3 遺児手当
両親又は片親が死亡している義務教育修了前の児童を養育
する保護者に手当を支給します。児童の生活の向上及び福
祉の増進を図ります。

両親又は父母いずれかが死亡している義務教育修了前の児童を養育する保護者に手
当を支給し、児童の生活の向上及び福祉の増進を図った。
受給者数：４８人
支給金額：２,４４８,０００円

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

事業名

事業名

事業名

事業名
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事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

4
ひとり親家庭等医療費支
給

再掲(Ｐ１３参照） こども課

5
母子及び父子並びに寡婦
福祉資金貸付

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自
立や、扶養している児童の福祉増進のために、必要な資金
を貸し付ける県の制度です。安心実現のために今後も継続
していきます。

母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童
の福祉増進のために、必要な資金を貸し付ける県の制度。
件数　申請：２６件　貸付：２４件（取下1件　不承認1件）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

6
母子父子世帯向け市営住
宅

限られた住宅ストックのなかで、可能な範囲で母子父子世
帯向け住宅を増やし、公募を行います。

母子父子世帯向け住戸としての募集はなかったが、一般世帯向け住戸を年３回募集
したところ、当該世帯７件の入居があった。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

営繕課

7 交通遺児就学支度金
交通遺児が小学校又は中学校へ入学する場合に就学支度金
を支給します。交通遺児に将来への希望を与え、心身の健
全な育成を図ります。

交通遺児が小学校又は中学校へ入学する場合に就学支度金を支給し、交通遺児に将
来への希望を与え、心身の健全な育成を図る。
支給件数　０件
支給金額　０円

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

8 母子家庭等自立支援事業

母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の安定と就業の促進
を図ることを目的とした事業です。ホームページや市報等
に掲載し、事業周知に努めます。また、関係機関との連携
を図ります。

母子家庭の母及び父子家庭の父の雇用の安定と就業の促進を図ることを目的とした
事業。

高等職業訓練促進給付金
　受給者　　２０名（父０名）
　支給金額　１８，５９０，５００円
教育訓練給付金
　受給者　　３名
　支給金額　２２３，５３２円

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

9 母子家庭への就業支援
ハローワークマザーズコーナーとの連携を図り、母子家庭
の母の就業を支援します。

母子家庭の母の就業について、熊谷公共職業安定所の事業のひとつである「出張ハ
ローワーク」の担当者と連携し支援を行った。
件数　２件

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

10
ＤＶ被害者自立支援の充
実

ＤＶ被害者が自立できるよう関係機関と連携し、様々な支
援を行います。

ＤＶ被害者が転宅先で安心して生活、自立できるよう、従前及び転宅先市町村、管
轄警察署、庁内関係各課と連携し、支援を行った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

男女共同参画室

11
母子生活支援施設等入所
支援事業

配偶者のいない女子等で、その監護するべき児童の福祉に
欠けるところがある場合、母子生活支援施設へ入所措置を
します。妊産婦が保健上必要であるにもかかわらず、経済
的理由により入院助産を受けることができない場合には、
助産施設へ入所措置をします。

配偶者のいない女子等でその監護するべき児童の福祉に欠けるところがある場合、
母子生活支援施設への入所措置を行う。妊産婦が保健上必要があるにもかかわら
ず、経済的理由により入院助産を受けることができない場合、助産施設への入所措
置を行う。
令和５年度利用　２件

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

こども課

（３）障害児施策の充実
　　　障害のある子どもに対して、自立に向けた支援、年齢や環境に応じた支援など、長期的な視点を含めた包括的な支援に取り組みます。

　ア　保育の充実

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 障害児保育事業 再掲(Ｐ４参照） 保育課

事業名

事業名

事業名
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　イ　居宅における障害児の養育支援

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 障害児生活サポート事業

在宅の障害児の生活を支援するため、市の登録団体の提供
するサービスを利用した場合に、その費用の一部を助成す
ることにより、障害児の福祉の向上及び介護者の負担の軽
減を図っています。また、真に必要な登録利用者へ制度の
周知を図ります。

在宅の障害児の生活を支援するため、市の登録団体の提供するサービスを利用した
場合に、その費用の一部を助成することにより、障害児の福祉の向上及び介護者の
負担の軽減を図った。
利用登録者数　１，３３６人
対象時間 ２８，２０２．５時間

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

2
児童居宅介護（ホームヘ
ルプサービス）

在宅の障害児が、ホームヘルパーの派遣による居宅介護
サービスを利用した場合の費用の一部を助成することによ
り、障害児の福祉の向上を図っています。制度の周知及び
必要性やニーズを的確に捉えサービスの支給に取り組みま
す。

在宅の障害児が、ホームヘルパーの派遣による居宅介護サービスを利用した場合の
費用の一部を助成することにより、障害児の福祉の向上を図った。
支給決定者数　２２人
延べ支給決定時間　６４２．５時間
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

3
児童短期入所（ショート
ステイ）

一時的に家庭での介護が受けられなくなった障害児が、指
定事業所に短期間入所し、入浴、排泄及び食事の介護等の
支援を受けた場合に、その費用の一部を助成することによ
り、障害児の福祉の向上を図っています。制度の周知及び
必要性やニーズを的確に捉えサービスの支給に取り組みま
す。

一時的に家庭での介護が受けられなくなった障害児が、指定事業所に短期間入所
し、入浴、排泄及び食事の介護等の支援を受けた場合に、その費用の一部を助成す
ることにより、障害児の福祉の向上を図った。
支給決定者数　３９人
延べ支給決定日数　４０９日
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

4 児童発達支援

未就学の障害児が、指定事業所において日常生活における
基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応
訓練等の支援を受けた場合に、その費用の一部を助成する
ことにより、障害児の福祉の向上を図ります。制度の周知
及び必要性やニーズを的確に捉えサービスの支給に取り組
みます。

未就学の障害児が、指定事業所において日常生活における基本的な動作の指導、知
識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を受けた場合に、その費用の一部を
助成することにより、障害児の福祉の向上を図った。
支給決定者数　２１４人
延べ支給決定日数　４，０３７日
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

5 放課後等デイサービス

学校（幼稚園及び大学を除く）に就学している障害児が、
授業の終了後又は休日に、指定事業所において生活能力の
向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等の支援を
受けた場合に、その費用の一部を助成することにより、障
害児の福祉の向上を図ります。制度の周知及び必要性や
ニーズを的確に捉えサービスの支給に取り組みます。

学校（幼稚園及び大学を除く）に就学している障害児が、授業の終了後又は休日
に、指定事業所において生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進
等の支援を受けた場合に、その費用の一部を助成することにより、障害児の福祉の
向上を図った。
支給決定者数　３９２人
延べ支給決定日数　８，９５６日
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

　ウ　障害児の療育の充実

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1
あかしあ育成園の療育内
容の充実

「あかしあ育成園」の保育と療育を充実し、障害児の福祉
の向上を図ります。

療育手帳の交付を受けている児童を３月末現在延べ１，３９３人受け入れた。
「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

保育課

　エ　リハビリテーションの充実

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 機能訓練・保育の充実

児童発達支援事業所である「あかしあ育成園」において、
心身に障害のある児童に対し機能回復に必要な指導及び訓
練を行い、その育成を図るとともに保護者にもその訓練方
法の会得を図ります。

入園児に対し機能訓練を実施するとともに、一時機能訓練を必要とする児童を３月
末現在延べ７４７人受け入れている。また、卒園児を対象に、訓練を実施した。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

保育課

事業名

事業名

事業名
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　オ　放課後等における居場所の確保

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1
放課後児童健全育成事業
における障害児の受入れ
の推進

保護者が労働等で昼間家庭にいない障害児で、集団保育と
通所が可能な方を対象として受け入れを行います。

障害の種類・程度・小学校からの登室方法などに配慮したうえで、７４人の障害児
の受け入れを行った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

保育課

2
特別支援学校放課後児童
クラブへの支援

特別支援学校に通学する障害児の放課後の健全育成を図る
ため、民間特別支援学校学童クラブに対し事業の補助を行
います。

利用実績なし
「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

保育課

　カ　特別支援教育の充実

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 特別支援教育の充実
障害児等の適応指導、相談を行っています。常時、保護者
等が相談できる体制を整備し、発達障害を含む障害のある
児童生徒の教育的ニーズを掌握する取組を行います。

特別な支援を要する子供の困り感を適切にとらえられるように、巡回相談や支援訪
問、検査等を随時行った。捉えた児童・生徒の実態を基に、熊谷市障害児就学支援
委員会を通じて、通級指導教室や特別支援学級、特別支援学校と連携し、適切な支
援を受けることができるように支援・助言を行った。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

教育研究所

2
障害児のための学校の施
設・設備の充実

障害のある児童・生徒の必要性に応じてスロープ・障害者
トイレを設置しています。ノーマライゼーション教育推進
事業との連携もしていきます。学校や社会の要望あるいは
法令等による施設・設備の改修・設置を行います。

トイレ改修事業実施の際、長井小及び富士見中に多機能トイレを整備した。
「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

教育総務課

3
ノーマライゼーション教
育の推進事業に基づく支
援籍制度の推進

特別支援学校との更なる連携を図り、特別支援学校のセン
ター的機能や通常学級支援籍を活用し、ノーマライゼー
ション教育を推進します。

市内の小・中学校と特別支援学校との支援籍学習を延べ４９回実施ができた。本年
度は子供の実態に合った交流の機会を設定し、県内の先進的な取組を参考にしなが
ら、より開かれた支援籍学習ができるよう、環境づくりと体制づくりに取り組んで
いく。

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

教育研究所

4 特別支援学級の整備推進
各小中学校の特別支援教育体制の充実を図ります。また、
児童生徒の個別の教育的ニーズに応じるための特別支援学
級を整備します。

熊谷市障害児就学支援委員会の審議・判断をもとに、保護者と教育相談を進め、
ニーズと実態に応じて対応した。

「継続」：現状どおり事業
の継続・維持を図った

教育研究所

事業名

事業名
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　キ　各種支援制度の充実

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1
特別児童扶養手当等の充
実

精神又は身体に一定の障害のある２０歳未満の児童を育て
ている方に対して手当を支給し、経済的負担の軽減を図っ
ています。

精神又は身体に一定の障害のある２０歳未満の児童を育てている方に対して手当を
支給し、経済的負担の軽減を図った。
受給者数　２７６人（支給停止者含む）
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

2
重度心身障害児医療費助
成

重度の身体障害及び知的障害のある方に対して医療費の一
部を助成することにより、経済的負担を軽減し、病気の早
期発見と早期治療の促進を図り、福祉の向上を図っていま
す。

重度の身体障害、知的障害及び精神障害（精神は平成２７年１月１日から）のある
方に対して医療費の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、病気の早期
発見と早期治療の促進を図り、福祉の向上を図った。
助成件数　９１，７０６件
受給資格登録者数　３，５２６人
（件数、登録者数には児童も含む）
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

3 補装具、生活用具の給付
身体障害児の日常生活を容易にするため、補装具や日常生
活用具を給付・貸与し、障害児の福祉の向上を図っていま
す。

身体障害児の日常生活を容易にするため、補装具や日常生活用具を給付・貸与し、
障害児の福祉の向上を図った。
日常生活用具
　介護訓練支援用具９件、自立生活支援用具１５件、在宅療養等支援用具１６件
情報意思疎通支援用具２０件、排泄管理管理支援用具４,６３８件、住宅改修３

件、小児慢性０件
補装具
　購入費補助１６７件、修理費補助１０６件
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

4 障害児福祉手当
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障害
児に対して手当を支給し、経済的負担の軽減を図っていま
す。

日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度障害児に対して手当を支給
し、経済的及び精神的負担の軽減を図った。
受給者数　７９人
（令和６年３月現在）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

5
相談支援体制の充実(H31
年4月～）

障害のある方やその家族などの身近な相談窓口として「障
害者基幹相談支援センターくまさぽ」を本庁舎内に設置
し、相談内容に応じた情報提供を行っています。関係機関
と連携し、地域における相談支援の中核的な役割を担うこ
とにより、相談体制の充実を図ります。

障害のある方やその家族などの身近な相談窓口として「障害者基幹相談支援セン
ターくまさぽ」を本庁舎内に設置し、相談内容に応じた情報提供を行った。また、
関係機関と連携し、地域における相談支援の中核的な役割を担うことで、相談支援
体制の充実を図った。

相談件数：全体　　延べ１，４５８件　（内　障害児　延べ４０７件）

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

障害福祉課

事業名
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 家庭の経済状況にかかわらず、能力・可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるよう、学ぶ意欲と能力のある全ての子どもが質の高い教育を受けられなければなりません。

 教育の支援では、学校を子どもの貧困対策のプラットフォームと捉え、学校教育による学力の保障や幼児教育の充実、家庭教育への支援、地域の教育力の向上及び教育費負担の軽減など、

 総合的に対策を推進していきます。

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1
小学校・中学校の教育内
容の充実

再掲(Ｐ１５参照） 学校教育課

2 くまなびスクール 再掲(Ｐ１５参照） 学校教育課

3 学校保健事業 再掲(Ｐ１４参照） 教育総務課

4 幼稚園教育の充実 再掲(Ｐ１６参照） 学校教育課

5 私立幼稚園への支援 再掲(Ｐ１６参照） 学校教育課

6 家庭教育学級の充実 再掲(Ｐ１７参照） 社会教育課

7

熊谷の子どもたちは、こ
れができます！『４つの
実践』と『３減運動』事
業

再掲(Ｐ１７参照） 学校教育課

8 地域交流の推進 再掲(Ｐ６参照） 社会教育課

9 学校図書館の充実 再掲(Ｐ７参照） 学校教育課

10 本とのふれあい事業 再掲(Ｐ８参照） 社会教育課

11
各スポーツ団体との協力
による活動機会の提供

再掲(Ｐ８参照） スポーツタウン推進課

12
林間学校、海浜学校、プ
ラネタリウム学習投影事
業の実施

再掲(Ｐ８参照） 学校教育課

13
自然や科学に親しむ活動
の推進

再掲(Ｐ８参照）
社会教育課
熊谷図書館
中央公民館

14 栄養教諭の配置 再掲(Ｐ１３参照） 学校教育課

15 食育の推進 再掲(Ｐ１３参照） 学校教育課

16 学校保健会 再掲(Ｐ１６参照） 学校教育課

17 保健教育での指導の充実 再掲(Ｐ１４参照） 学校教育課

18
喫煙を含めた健康教育の
推進

再掲(Ｐ１４参照） 教育総務課

19 児童生徒就学援助事業 再掲(Ｐ２３参照） 教育総務課

20 育英資金貸付事業 再掲(Ｐ２３参照） 教育総務課

21 入学準備金貸付事業 再掲(Ｐ２３参照） 教育総務課

22 人権教育の充実 再掲(Ｐ２７参照） 社会教育課

23
子どもの人権についての
意識啓発

再掲(Ｐ２７参照） 学校教育課

24 教育相談 再掲(Ｐ２８参照） 教育研究所

事業名

ア　教育の支援

（４）子どもの貧困対策の推進
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事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

25
不登校児童・生徒カウン
セリング

再掲(Ｐ２８参照） 教育研究所

26 学校適応指導教室 再掲(Ｐ２８参照） 教育研究所

27
いじめ・不登校防止のた
めのネットワークの充実

再掲(Ｐ２８参照） 学校教育課

28
母子及び父子並びに寡婦
福祉資金貸付

再掲(Ｐ３１参照） こども課

29 交通遺児就学支度金 再掲(Ｐ３１参照） こども課

　　貧困の状況にある子どもについて、それによって、様々な不利を背負うばかりではなく、社会的に孤立して必要な支援が受けられず、一層困難な状況に置かれてしまうことが指摘されています。
　生活の安定に資するための支援では、子どもとその保護者が安定した生活ができるよう、相談支援の充実や居場所づくりの支援など、総合的に支援を推進していきます。

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 児童相談事業 再掲(Ｐ２参照） こども課

2 育児相談・運動相談 再掲(Ｐ２参照） 母子健康センター

3
乳幼児及び妊産婦電話相
談事業

再掲(Ｐ２参照） 母子健康センター

4
子育て情報の収集・提供
の充実

再掲(Ｐ３参照） こども課

5
民生委員・児童委員、主
任児童委員の活動支援

再掲(Ｐ３参照）
こども課
福祉総務課

6 訪問指導事業 再掲(Ｐ２参照） 母子健康センター

7
子育て世代包括支援セン
ター運営事業

再掲(Ｐ２参照）
母子健康センター

こども課

8
地域子育て支援拠点にお
ける利用者支援事業

再掲(Ｐ３参照） こども課

9 産後ケア事業 再掲(Ｐ１０参照） 母子健康センター

10
マタニティキーホルダー
配付事業

再掲(Ｐ１０参照） 母子健康センター

11 妊婦健康診査事業 再掲(Ｐ１０参照） 母子健康センター

12 乳児健康診査 再掲(Ｐ１０参照） 母子健康センター

13
１歳６か月児・３歳児健
康診査

再掲(Ｐ１１参照） 母子健康センター

14 こんにちは赤ちゃん事業 再掲(Ｐ３参照） 母子健康センター

15 ママパパ教室 再掲(Ｐ１１参照） 母子健康センター

16
発達支援事業（すくすく
スクール等）

再掲(Ｐ１１参照） 母子健康センター

17 未熟児訪問指導 再掲(Ｐ１１参照） 母子健康センター

18 乳幼児栄養指導 再掲(Ｐ１３参照） 母子健康センター

19
ＤＶ被害者自立支援の充
実

再掲(Ｐ３１参照） 男女共同参画室

20
保育所入所児童の食育の
推進

再掲(Ｐ１３参照） 保育課

21 離乳食教室 再掲(Ｐ１１参照） 母子健康センター

イ　生活の安定に資するための支援

事業名

事業名
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事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

22 ブックスタート事業 再掲(Ｐ８参照） 母子健康センター

23 通学路の安全対策の推進 再掲(Ｐ２１参照） 教育総務課

24 母子・父子家庭相談 再掲(Ｐ３０参照） こども課

25
母子父子世帯向け市営住
宅

再掲(Ｐ３１参照） 営繕課

26 放課後子供教室の推進 再掲(Ｐ６参照） 社会教育課

27
要保護児童対策地域協議
会(要対協）の運営

再掲(Ｐ２９参照） こども課

28 保育所での児童の見守り 再掲(Ｐ２９参照） 保育課

29
母子生活支援施設等入所
支援事業

再掲(Ｐ３１参照） こども課

30 障害児生活サポート事業 再掲(Ｐ３２参照） 障害福祉課

31
児童居宅介護（ホームヘ
ルプサービス）

再掲(Ｐ３２参照） 障害福祉課

32
児童短期入所（ショート
ステイ）

再掲(Ｐ３２参照） 障害福祉課

33 児童発達支援 再掲(Ｐ３２参照） 障害福祉課

34 放課後等デイサービス 再掲(Ｐ３２参照） 障害福祉課

35 子ども食堂の普及啓発 再掲(Ｐ６参照） こども課

36
こども応援ネットワーク
埼玉の普及啓発

再掲(Ｐ６参照） こども課

37
生活困窮者自立支援事業
(H27年度～）

生活保護の受給に至る前の段階の自立を支援するため、生
活困窮者への自立相談支援や住居確保給付金の支給を行い
ます。また、様々な専門機関と連携し、自立の促進を図り
ます。

生活保護の受給に至る前の段階として、早期に生活困窮者に対し自立を支援し、経
済的・社会的な自立に向けた相談・支援を提供することを目的とした制度。
①自立相談支援事業
　生活困窮者の相談に応じ、専門機関と連携して自立に向けた支援を行った。
②住居確保給付金の支給
　離職後２年以内または休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況で、一定
収入、資産未満の者が経済的困窮のため、住居を喪失又は喪失するおそれがある場
合に、一定の就職活動を条件に、原則３か月間家賃相当額（上限有り）を扶助し
た。（最長９か月）
相談日　ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５
　　　　於：熊谷市役所２階
　　　　　　福祉総務課窓口
・祝祭日を除く
・予約不要・無料
・自立相談支援事業　新規相談件数　２７９件
・住居確保給付金の支給　３１名に対し、延べ１７１か月分、計６，６６７，７０
０円支給

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

福祉総務課

事業名
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事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

38
生活保護事業（H26年度
以前～）

生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなった
り、働き手が死亡したりして、生活に困っている方に対し
て、国民の生存権の保障を規定した憲法２５条の理念に基
づき、最低限度の生活を保障するとともに、自分で自分の
暮らしを支えられるよう支援します。

生活保護とは、生活しているうちに病気やケガなどにより働けなくなったり、働き
手が死亡したりして、生活に困ることが生じた場合に、こうした生活に困っている
方に対して、国民の生存権の保障を規定した憲法２５条の理念に基づき、最低限度
の生活を保障するとともに、自分で自分の暮らしを支えられるよう支援することを
目的とした制度。この制度は生活保護法に基づいて行われる。
生活保護の相談や申請については、面接相談員やケースワーカーが各種相談に対応
した。
相談日　ＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５
　　　　於：熊谷市役所２階
　　　　　　生活福祉課窓口
・祝祭日を除く
・予約不要・無料

「継続」：現状どおり事業の
継続・維持を図った

生活福祉課

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 男女共同参画の啓発推進 再掲(Ｐ２５参照） 男女共同参画室

2
子育て支援優良企業認定
制度事業

再掲(Ｐ２６参照） こども課

3 就職支援セミナーの開催 再掲(Ｐ２６参照） 男女共同参画室

4 母子家庭等自立支援事業 再掲(Ｐ３１参照） こども課

5 母子家庭への就業支援 再掲(Ｐ３１参照） こども課

6
生活困窮者自立支援事業
(H27年度～）

再掲(Ｐ３７参照） 福祉総務課

7
生活保護事業（H26年度
以前～）

再掲(Ｐ３８参照） 生活福祉課

ウ　就業生活の安定と向上に資するための保護者等の就労の支援

事業名

　保護者等の就労支援は、労働によって一定の収入を得て、生活の安定を図る上で重要であることはいうまでもなく、収入面のみならず、　家庭で家族がゆとりを持って接する時間を確保することや、親等の保
護者が働く姿を子どもに示すことによって、子どもが労働の価値や意味を学ぶことなど、貧困の連鎖を防止する上で大きな教育的意義が認められることからも、保護者等の就労支援の充実を図っていきます。

事業名
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　子どもの貧困対策を進めるに当たっては、生活保護や各種手当など、金銭の給付や貸与、現物給付（サービス）など、子どもやその保護者が安心して暮らせる生活の基礎を下支えしていくための施策
　を実施し、子育てに係る経済的負担の軽減を図っていきます。

事業内容 令和５年度実施状況 令和５年度実施区分 担当課

1 こども医療費助成 再掲(Ｐ１３参照） こども課

2
ひとり親家庭等医療費支
給

再掲(Ｐ１３参照） こども課

3
パパ・ママ応援
ショップ事業

再掲(Ｐ２２参照） こども課

4 児童手当制度の充実 再掲(Ｐ２２参照） こども課

5 保育所等保育料の軽減 再掲(Ｐ２２参照） 保育課

6 学童保育料の減免 再掲(Ｐ２２参照） 保育課

7 児童生徒就学援助事業 再掲(Ｐ２３参照） 教育総務課

8 育英資金貸付事業 再掲(Ｐ２３参照） 教育総務課

9 入学準備金貸付事業 再掲(Ｐ２３参照） 教育総務課

10 不妊治療費助成事業 再掲(Ｐ２３参照） 健康づくり課

11
子育て応援自転車おでか
け事業

再掲(Ｐ２４参照） こども課

12 未熟児養育医療給付事業 再掲(Ｐ１１参照） 母子健康センター

13 妊婦健康診査事業 再掲(Ｐ１０参照） 母子健康センター

14
産後ケア事業(Ｈ29年度
～)

再掲(Ｐ１０参照） 母子健康センター

15 児童扶養手当 再掲(Ｐ３０参照） こども課

16 遺児手当 再掲(Ｐ３０参照） こども課

17
特別児童扶養手当等の充
実

再掲(Ｐ３４参照） 障害福祉課

18
重度心身障害児医療費助
成

再掲(Ｐ３４参照） 障害福祉課

19 補装具、生活用具の給付 再掲(Ｐ３４参照） 障害福祉課

20 障害児福祉手当 再掲(Ｐ３４参照） 障害福祉課

21
生活困窮者自立支援事業
(H27年度～）

再掲(Ｐ３７参照） 福祉総務課

22
生活保護事業（H26年度
以前～）

再掲(Ｐ３８参照） 生活福祉課

エ　経済的支援

事業名
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